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３-２-２ 広域モニタリング実施体制 1 

（１）各地域での実施体制 2 
継続的なモニタリングを行うためには、地域で活動する漁業協同組合、NPO、事業者、3 

地域住民等の参加と協力を得るしくみを作ることが重要です。地方公共団体は、海域（地先）4 
情報の収集、情報発信によるモニタリングの推進、モニタリング結果に基づく取組方針の検5 
討等を行うため、地域の多様な主体が参画する会議体を作っていくことが望まれます（第 16 
章「1-5-1 期待される各主体の役割と推進体制」参照）。 7 
 8 

（２）広域での実施体制 9 
サンゴ礁の広域モニタリングの望まれる実施体制を図 3-12 に示します。 10 

１．簡易モニタリングの実施 11 
漁業協同組合、NPO、事業者、地域住民等の地域の活動団体は、本マニュアルおよび現12 

地で作成する実施計画に基づき、簡易モニタリング（詳細な手法は後述）を実施します。 13 

２．各地域でのデータ受付窓口への集約 14 
簡易モニタリング実施主体により取得された各海域（地先）のモニタリングデータは、地15 

方公共団体へ集約します。 16 

３．広域でのデータの集約・公開 17 
地方公共団体は収集されたモニタリングデータを国立環境研究所 気候変動適応センターへ18 

提出します。集約されたデータがA-PLAT上に公開されることで、誰でも閲覧可能となり、19 
広域での沿岸生態系の変化を把握することができます。 20 

４．情報共有・意見交換／データ解析・評価等 21 
サンゴ礁生態系保全行動計画に関連する検討会等において、地域間で成果・課題の共有や22 

意見交換等を行うことができます。また、日本サンゴ礁学会と連携することで、有識者から23 
のモニタリングデータの評価、専門的助言・技術的支援を受けることができます。 24 

５．モニタリング実施主体への情報発信 25 
地方公共団体は、得られた情報・評価、取組方針や対策の提案・助言等について、モニタ26 

リング実施主体に可能な限り情報発信します。これにより関係者間のモチベーションの維持27 
が期待できます。 28 

６．広域モニタリング推進のための支援等 29 
気候変動適応九州・沖縄広域協議会の枠組みを活用し、九州・沖縄地域内で定期的かつ継30 

続的に情報を交換・共有することができます。また、広域モニタリングの推進等に関する地31 
方公共団体からの質問や問合せに対しては、沖縄奄美自然環境事務所が個別に応じるなどの32 
支援等を行います。 33 

 34 
なお、白化等の緊急事態がみられた場合、上記手続きを踏むと時間がかかるので、場合に35 

よっては、情報伝達の即時性から、サンゴマップも同時に利用することをお勧めします。 36 

SUZUKI29
テキストボックス
沿岸生態系の気候変動適応マニュアル（案）からの抜粋
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 1 
図 3-12 広域モニタリングの実施体制 2 

 3 
本項で紹介しましたモニタリング等を実施する際の国および各県の相談・問い合わせ先を4 

以下に示します。 5 
 6 

相談・問い合わせ窓口 連絡先 
環境省 
沖縄奄美自然環境事務所 環境対策課 

Tel：098-836-6400 
Mail：nco-naha@env.go.jp 

福岡県気候変動適応センター Tel：092-921-9941 
Mail：lccac-fukuoka@fihes.pref.fukuoka.jp 

佐賀県県民環境部環境課 Tel：0952-25-7079 
Mail：kankyou@pref.saga.lg.jp 

長崎県気候変動適応センター Tel：0957-48-7560 
Mail：nagasaki-lccac@nagasaki.lg.jp 

熊本県水産研究センター食品科学研究部 Tel：0964-56-5111 
Mail：suisankense@pref.kumamoto.lg.jp 

大分県生活環境部脱炭素社会推進室 Tel：097-506-3031 
Mail：a13080@pref.oita.lg.jp 

宮崎県環境森林部環境森林課 Tel：0985-26-7084 
Mail：kankyoshinrin@pref.miyazaki.lg.jp 

鹿児島県環境林務部自然保護課 Tel：099-286-2759 
Mail：sizenko@pref.kagoshima.lg.jp 

沖縄県環境部環境再生課 
Tel：098-866-2064 
Mail：aa021100@pref.okinawa.lg.jp 
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